
2023年度自己評価公表 

 

聖隷こども園わかば 教育・保育理念 

キリスト教の精神を基本理念とし、児童福祉法・児童憲章にのっとり、健康で安全・安心 

な乳幼児の保育・教育を目指します。 

＊愛されて、愛する心を知り、お互いが大切な存在であることを知る。 

＊一人ひとりの違いに気付き、お互いを認め合いながら共に主体的に生活する。 

＊自己発揮できる環境の中で創造性を育てる。 

＊在園・地域の子育て家庭が心豊かな環境で子育てができるように支援する。 

＊目 標 

 「子ども自身に生きさせよ」～自分で考え判断し、行動する子ども～ 

をめざし、個々の年齢・発達に配慮した教育・保育を行っています。 

 

2023年度の重点目標 

・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、園児の発達の連続性を考慮して、

0歳から小学校就学前までの一貫した教育・保育を展開していく。 

・乳幼児が主体的・対話的・深い学びができるよう、保育者の関りについて学びを深め

るとともに、継続的に遊びが展開できるような環境づくりを進め、発達に即した教

育・保育内容の充実を図る。 

・園の理念や園目標を理解し、教育・保育の実践を行う。 

 

 

評価項目別の達成および課題状況項目 自己評価・課題 

第１章 総則 

1.教育及び保育の基本と目標 

 

・昨年度に引き続き「環境を通して教育及び

保育を行うために、重視しなければならない

事項」について、自信を持って自らの言葉で

説明ができないと感じている職員が多い。園

内外での学びを通して、言語化できるように

なることが課題である。 

・諸法令については、読み込んで理解するま

でに至らない職員が多いが、必要な部分につ

いてはその都度確認するようにしている。 

 



2.特に配慮すべき事項 

（1）教育及び保育の配慮 

 

 

 

（2）健康支援 

 

 

 

 

 

 

（3）食育 

 

 

 

（4）特別支援教育・障害児保育 

・子どもとの温かなやりとりやスキンシップ、

食事や着脱の見守り等、意識して関われてい

る職員が多い。しかし、無意識の自分の関わ

りを振り返る必要性を改めて感じる場面もあ

る。 

・子どもが遊びに熱中できる環境づくりにつ

いて意識をして取り組んでいる。 

・子どもの日々の健康状態を把握し、保育に

いかすよう心掛けられている。 

・不審者対応訓練等を通して、園全体で防災、

危機管理体制について改めて周知することが

でき、意識も高まっている。 

・日々の食事体験を通して、食への興味関心

を高められるよう取り組んでいる。 

・食育計画を今後も活かし、給食職員と一緒

に連携をしながら行っていく。 

・障害のある子どもの特性に合わせた個別計

画を作成し対応している。保護者に対しては、

必要に応じて適切な情報を提供していく。 

・配慮が必要な園児の家庭とは随時面談を行

い、園児の様子についての情報共有を行うよ

うにしている。 

・並行通園等を利用する園児が増えている。

関係機関との連携を図り、更に園内でも周知

をしていくことを徹底している。 

・研修への参加等職員一人ひとりが知識を深

めていけるようにする。 

第２章 

１．子どもの発達 

・遊びや生活の環境を整えるためには、子ど

もの発達を理解すべきであることを理解し

て、玩具の入れ替えを行ったり、環境を考え、

職員同士意見を出し合いながら子どもの姿を

共有することができている。 

第３章「ねらい」及び「内容」 

1.保育内容「健康」 

2.保育内容「人間関係」 

3.保育内容「環境」 

・「幼児期に育てたい力」をもとに、概ね指

針に即した取り組みができている。 

子ども同士の関わりや、保育者の子どもへの

言葉がけ等、人と人との関わりの重要性を理



4.保育内容「言葉」 

5.保育内容「表現」 

解して保育を行っている。また、遊びの充実

や子どもたちの成長発達を捉えた遊びの提供

を目指し、保育者間でも学び合いを通して保

育実践を行なっている。保育者自身が保育を

楽しみ、子どもたちとの関わりの中で言葉か

けや関わりについて振り返りながら、関わっ

ていった。 

第４章 低年齢児の保育実施上の配慮事項 

1.乳児期の保育に関する配慮事項 

2.満1歳以上～満3歳未満児の保育に関する配

慮事項 

・子ども一人ひとりに特定の保育者が応答的

に関われるような担当制の体制はとっていな

いが、乳児期の子どもにとって応答的な対応

の必要性は職員間で周知し心がけている。特

に入園間もない乳児が安心して過ごせるため

に特定の職員が関わる等の対応をしている。

また各クラスで部分的に少人数のグループで

過ごし、丁寧な関わりができるよう工夫して

いる。 

第５章 指導計画作成に当たって配慮すべき

事項 

「幼児期に育てたい力」について、学びを深

め指導計画に活かすようにしている。また、

「全体的な計画・教育課程」については実際

の保育にどう結びついて、どう実践できてい

るかの見直し、振り返りを行ったが、今後も

続けて振り返りをしていきたい。 

第６章 研修と自己評価 2023年度は、外部研修やオンラインでの研修

にも多く参加できた。キャリアアップを含め

てできるだけ多くの職員が研修を受ける機会

を作った。研修で学んだことを報告したり、

実践に活かせるような勉強会を行なったりし

た。また、保育者自身の言動について日々振

り返りを行なっていくようにする。 

第７章 子育て支援 在園保護者に対しては、懇談会やコドモンで

の配信、対話を通して子どもについてお互い

が考えられるような機会を持っている。コド

モンでの配信を通して、その日の様子を写真

と共に送ることができるため、より伝わりや

すさを感じると共に送迎時の保護者との対話

は今まで以上に意識して行なっていく必要が



 

保育者のための自己評価チェックリスト 

～保育者の専門性の向上と園内研修の充実のために～による自己評価より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある。また、地域における子育て支援に関し

ては、子育て支援ひろばを中心に地域の子育

て支援の拠点として今後も取り組みたい。 

総評 昨年度に引き続き、子どもの最善の利益を考

慮し、人権に配慮した保育への意識は高い。

子どもたちの興味・関心・思いを大切にする

視点を持ちながら、リスク管理についても再

度見直しをしながら、子どもたち、そして保

護者が安心して過ごせる場となるように日々

考え、対応をしていく。保育を行なうにあた

り、保護者にも安心していただけるように職

員一人ひとりが自分たちの行っている保育に

ついて、ねらいを含めて言語化する力の育ち

が必要であると感じる。また、社会情勢や日々

の子どもたちの変化に合わせて保育の質を高

めるためにも職員間で更に学び合いを深めて

いく。コドモンが本格的に始動した。日々の

様子を具体的に伝えることができるツールと

して使用すると共に今まで大切にしてきた保

護者との日々の対話も今まで以上に大切に

し、子どもたちの育ちを共に喜び合う存在と

して今後も関わっていく。 


